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＜目的＞ 
 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、市民会館の管理運営を行います。 
 
＜内容＞ 
 市民会館の円滑な施設管理運営を実施します。 
 
＜実績・成果等＞ 
市民会館は、音楽や演劇等、さまざまな用途に対応したホールや会議室、展示室を備えた文化施設と

して昭和 54年 11月に開館しました。 
指定管理者制度の導入により、平成 22年 4月 1日より指定管理者が管理運営を行っています。 
本年度の施設の利用状況は、下表のとおりです。また、指定管理者による自主事業は、開催回数が 13

回、参加者が 16,200人であり、広く市民が良質な芸術文化に親しむ機会となりました。 
 
施設の利用状況（利用件数及び利用者数等） 

施設区分 
利  用  件  数 

利用者数 
1件当たり 
の利用者数 市 内 市 外 合 計 

大 ホ ー ル 67 
件 

9 
件 

76 
件 

64,160 
人 

844.2 
人 

中 ホ ー ル 162  20  182  28,648  157.4  

小 ホ ー ル 209  26  235  26,111  111.1  

控 室 673  82  755  －  －  

リハーサル室 418  0  418  8,158  19.5  

会 議 室 1,463  418  1,881  38,909  20.7  

和 室 462  12  474  8,098  17.1  

展 示 室 97  14  111  4,791  43.2  

合  計 3,551  581  4,132  178,875  －  

 

 
市民会館管理事業 

予 算 現 額 90,227,000円 決 算 額 90,099,000円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

128,000円 

90,168,600円 

△69,600円 

△0.08% 

 

 

 

 

90,099,000円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 
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款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１１目 文化交流推進費 
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＜目的＞ 
 市民の健康の増進と文化教養の向上を図るため、市民健康文化センターの管理運営を行います。 
 
＜内容＞ 
 市民健康文化センターの円滑な管理運営を実施します。 
 
＜実績・成果等＞ 
市民健康文化センターは、多目的ホールや浴室、多目的浴室を備えた健康増進・文化教養施設として、

平成 13年 10月に開館しました。 
指定管理者制度の導入により、平成 22年 4月 1日より指定管理者が管理運営を行っています。 
本年度の施設の利用状況は、下表のとおりです。また、指定管理者による自主事業は、開催回数が 109

回、参加者が 8,777人であり、広く市民が健康の増進等に励む機会となりました。 
 
施設の利用状況 

１ 個人利用（利用者数） 

施設区分 市 内 市 外 合 計 

浴室・多目的浴室等 64,124 人 8,861 人 72,985 人 

 
２ 団体利用（利用件数及び利用者数等） 

施設区分 
利  用  件  数 

利用者数 
1件当たり 
の利用者数 市 内 市 外 合 計 

多目的ホール 623 
件 

88 
件 

711 
件 

12,021 
人 

16.9 
人 

会 議 室 296  24  320  2,065  6.4  

合  計 919  112  1,031  14,086  －    

 

 
市民健康文化センター管理事業 

予 算 現 額 97,010,000円 決 算 額 96,773,620円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

236,380円 

97,878,500円 

△1,104,880円 

△1.13% 

 

 

 

 

96,773,620円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１１目 文化交流推進費 
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比    較 
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＜目的＞ 
 創造性豊かな文化の振興を目的に、日本の伝統文化に触れる機会を設けるとともに、市民の自主的な
文化活動等を支援します。 
 
＜内容＞ 
 日本の伝統文化に触れる機会として、さやま大茶会を開催します。また、自主的な文化活動を行う団
体に対して、補助金を交付します。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ さやま大茶会の開催 

日本の伝統文化である茶道への理解を深め、「茶どころさやま」のイメージアップを図るため、狭山
市で作られた抹茶「明松」と玉露「伊利麻路」を使用した野点の茶会を開催しました。 
本年度は 28回目の開催となり、11月 12日に県営狭山稲荷山公園を会場に、抹茶・煎茶の各流派が

13の茶席を設けました。野点に用いた水は、友好交流都市の新潟県津南町の名水で、全国名水百選に
選ばれた「竜ヶ窪の水」を使用しています。 
さやま大茶会を企画実施するさやま大茶会実行委員会に対して、4,000,000 円の補助金を交付しま

した。 
 
２ 文化団体の支援 

文化団体の活動を支援するため、次のとおり補助金を交付しました。 
狭山市文化団体連合会補助金   1,040,000円 

 
３ 文化振興事業の支援 

文化団体が行う事業を支援するため、2事業に対し、下表のとおり補助金を交付しました。 
 

交付団体名 事   業   名 補助額 

狭山市美術家協会 第 41回狭山市美術家協会展等補助事業 47,000 
円 

狭山市合唱協会 第 41回狭山市合唱祭補助事業 47,000  

 

 
文化活動促進事業 

予 算 現 額 6,144,000円 決 算 額 5,989,377円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

154,623円 

107,599円 

5,881,778円 

5,466.39% 

 

 

 

100,000円 

5,889,377円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 
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款

 

総

 

務

 

費 
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＜目的＞ 
 姉妹・友好交流都市間の相互理解を深めることを目的に、市民による様々な分野の交流を支援します。 
 
＜内容＞ 
 姉妹・友好交流都市間の文化、スポーツ、教育などの様々な分野の交流事業を行う団体・個人に対し
て、補助金を交付します。 
 
＜実績・成果等＞ 
本年度は、交流事業を行った 4団体に対し、下表のとおり補助金を交付しました。 

 

助 成 団 体 名 事  業  名 補助額 

狭山台グリーンサッカークラブ 少年サッカー津南町親善交流試合 50,000 
円 

狭山市バスケットボール連盟 津南町民バスケットボール大会 15,000  

リベロ狭山 津南町ミニバスケットボール親善交流 50,000  

狭山市柔道連盟 スポーツ親善交流（柔道） 25,000  

 

 
姉妹・友好都市交流支援事業 

予 算 現 額 150,000円 決 算 額 140,000円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

10,000円 

72,000円 

68,000円 

94.44% 

 

 

 

 

140,000円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１１目 文化交流推進費 
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比    較 
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＜目的＞ 
 市民の国際理解と国際感覚の醸成を図るため、海外の姉妹・友好交流都市との交流を推進します。 
 
＜内容＞ 
 海外の姉妹・友好交流都市間の交流を行うとともに、市内に在住する外国人に対する支援や姉妹・友
好交流都市との市民同士の交流活動を行う市民団体を支援します。 
 
＜実績・成果等＞ 
市内に在住する外国人に対する日本語教室の開催や、市民間の相互交流をはじめ、姉妹・友好交流都

市との交流に取り組む狭山市国際交流協会に対して、2,350,000円の補助金を交付しました。 
 

 
国際交流推進事業 

予 算 現 額 4,014,000円 決 算 額 3,542,022円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

471,978円 

3,764,141円 

△222,119円 

△5.90% 

 

 

 

 

3,542,022円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１１目 文化交流推進費 
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比    較 
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＜目的＞ 
 地域におけるコミュニティの形成を図るため、コミュニティセンターを維持管理します。 
 
＜内容＞ 
 コミュニティセンターの管理業務及び使用許可等運営を実施します。 
 
＜実績・成果等＞ 
コミュニティセンターは、集会室及び和室を備えた地域交流施設として、昭和 54年 8月に開館しまし

た。 
本年度の施設の利用状況は、下表のとおりです。 

 
施設の利用状況（利用件数及び利用者数等） 

施設区分 利用件数 利用者数 
1件当たり 
の利用者数 

集 会 室 474 
件 

5,012 
人 

10.6 
人 

和 室 176  1,614  9.2  

合  計 650  6,626  －    

 

 
コミュニティセンター管理事業 

予 算 現 額 4,602,000円 決 算 額 4,351,349円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

250,651円 

5,145,658円 

△794,309円 

△15.44% 

 

 

 

362,380円 

3,988,969円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
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比    較 
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＜目的＞ 
 市民や市民団体などの交流や幅広い市民活動を促進するため、市民センター等を管理運営します。 
 
＜内容＞ 
 市民センター及び市民広場の円滑な管理運営を行います。施設運営は指定管理者が行い、市民交流セ
ンター全体の統括も担います。 
 
＜実績・成果等＞ 
市民交流センターは、市民の交流及び文化の拠点であり、市民センターをはじめ、総合子育て支援セ

ンター、中央公民館、入間川地区センター、男女共同参画センターを備えた複合施設として平成 24年 7
月に開館しました。 
指定管理者制度の導入により、開館と同時に指定管理者が市民交流センターの管理等を行っています。 
市民センターの本年度の施設の利用状況は、下表のとおりです。また、指定管理者による自主事業は、

開催回数が 10回、参加者が 855人であり、広く市民が芸術文化に親しみ、市民相互の交流を深める機会
となりました。 
 
施設の利用状況（利用件数及び利用者数等） 

施 設 区 分 
利  用  件  数 

利用者数 
1件当たり 
の利用者数 市 内 市 外 合 計 

コミュニティホール 512 
件 

123 
件 

635 
件 

51,430 
人 

81.0 
人 

会 議 室 1,156  478  1,634  5,627  3.4  

研 修 室 1,151  477  1,628  12,484  7.7  

音 楽 ス タ ジ オ 1,482  364  1,846  2,978  1.6  

遊 戯 ス ペ ー ス 197  11  208  1,041  5.0  

合  計 4,498  1,453  5,951  73,560  － 

 

 
市民センター等管理事業 

予 算 現 額 172,613,000円 決 算 額 172,541,171円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

71,829円 

172,802,064円 

△260,893円 

△0.15% 

2,650,000円 

3,090,000円 

 

 

166,801,171円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
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比    較 
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＜目的＞ 
 市民の安全・安心な生活の確保を図るため、市民が抱える生活上のさまざまな問題について相談を受
ける体制を整備します。 
 
＜内容＞ 
 市民相談室において、家庭内のトラブルや相続など、生活上生じるさまざまな問題について相談を受
けます。 
 
＜実績・成果等＞ 
一般相談員による一般相談や弁護士、税理士などによる専門相談など各種の相談を実施し、延べ 1,864

件の相談を受けました。 
 
１ 相談実施状況 

相 談 種 別 相  談  内  容 相談日数 受付件数 

一 般 相 談 
相続・離婚・家族問題など、日常生活での悩みごとの相
談に、市長が委嘱した一般相談員が対応 

日 

244 
件 

1,258 

法 律 相 談 
金銭、相続、財産問題等、法的な解釈・判断を要する相
談に弁護士が対応 

47 335 

行 政 相 談 

行政（国・県・市等）への意見・要望に、総務省から委
嘱された行政相談委員が対応 
※定例相談のほか、「行政相談週間」に合わせて「特設合
同行政相談」を 10月 17日に実施 

12 7 

人 権 相 談 
人権上の様々な問題についての相談に、法務省から委嘱
された人権擁護委員が対応 
※定例相談のほか、「特設人権相談」を 4回実施 

14 12 

税 務 相 談 相続税、贈与税等の税金に関する相談に税理士が対応 12 67 

交 通 事 故 相 談 交通事故に関する相談に交通事故相談員が対応 20 19 

女 性 生 活 相 談 
結婚や離婚、子育て、家族問題など、生活上女性が抱え
ている様々な問題に関する相談に女性相談員が対応 

36 105 

建築･不動産相談 
土地・家屋（不動産）の売買、家屋等の増改築、測量、
登記などの相談に各専門相談員が対応 

12 48 

行 政 書 士 相 談 
相続、許認可など、暮らしや事業に関する身近な手続き
などの相談に行政書士が対応 

12 13 

 
 

 
市民相談事業 

予 算 現 額 6,560,000円 決 算 額 6,251,946円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

308,054円 

6,263,981円 

△12,035円 

△0.19% 

 

 

 

 

6,251,946円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
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比    較 
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２ 相談内訳 

区  分 
一般 
相談 

法律 
相談 

行政 
相談 

人権 
相談 

税務 
相談 

交通 
事故 
相談 

女性 
生活 
相談 

建 築 
不動産 
相談 

行政 
書士 
相談 

合計 

家 族 問 題 
件 

89 

件 

15 

 件 

 

 件 

 

 件 

 

件 

 

件 

15 

件 

 

件 

 

件 

119 

離婚・男女問題 197 65 
 

 
 

 73 
 

 335 

相 続 問 題 394 
89 

[1]    
 1 9 11 

504 
[1] 

財 産 問 題 58 27 
 

 
 

 1 15 
 

101 

医 療 問 題 11 3 
 

 
 

    14 

相 隣 問 題 81 21 
   

 1 1  104 

住 宅 問 題 10 5 
   

  16  31 

労 働 問 題 21 15 
 

 
 

  
 

 36 

金銭・生計問題 124 46 
  

  4 
  

174 

交 通 問 題 6 3 
 

  19 
 

  28 

税 金 問 題 22 1 
 

 
67 

[5] 
   1 

91 
[5] 

人 権 問 題 1 
 

 
12 

(4)  
    

13 
(4) 

行 政 問 題 1 
2 

[1] 
6 

[1]   
    

9 
[2] 

借地借家問題 17 15      7 
 

39 

こ こ ろ 93 1 
 

   10 
 

 104 

手続き案内 43 1 1       45 

そ の 他 90 
26 

[1]    
 

  
1 

117 
[1]  

合  計 1,258 
335 
[3] 

7 
[1] 

12 
(4) 

67 
[5] 

19 105 48 13 
1,864 

(4)[9] 
 
※相談件数のうち、（ ）内は特設人権相談における相談件数、［ ］内は特設合同行政相談における

相談件数で、いずれも内数 

 
３ 年度別相談件数の推移 

年  度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

相談件数 1,954件  2,044件  2,059件  2,047件  1,864件  
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＜目的＞ 
 高齢化の進行や防災・防犯への関心の高まり等を背景に、コミュニティの必要性が認識され、コミュ
ニティ活動としては、自治会を中心に、地域の独自性を活かした各種活動が展開されています。今後も
市民の主体的な活動を支援し、一層の促進を図ることを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 コミュニティ活動の活性化を図るため、自治会などのコミュニティ組織を育成し、その活動を支援し
ます。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 自治協力員等の委嘱 

狭山市自治協力員設置規程に基づき、市行政の円滑な運営を図ることを目的に、自治協力員として
122人を委嘱し、自治協力員代理者として 365人を置きました。 

 
２ 自治会への助成 

狭山市自治会補助金交付要綱に基づき、自治会活動を育成し、住民自治の発展を図ることを目的に、
各自治会へ世帯数を算出根拠として補助金を交付しました。 

 
３ 自治会連合会への助成 

狭山市自治会連合会補助金交付要綱に基づき、市、自治会連合会及び地区自治会連合会の円滑な運
営並びに明朗な社会の形成の促進を図ることを目的に、自治会連合会に対して補助金を交付しました。 

 

 
コミュニティ推進組織育成事業 

予 算 現 額 74,969,000円 決 算 額 73,841,192円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,127,808円 

74,183,716円 

△342,524円 

△0.46% 

 

 

 

 

73,841,192円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
 

(協働自治推進課)             

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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＜目的＞ 
 高齢化や防災、防犯への意識の高まり等を背景に地域でのつながりの重要性が認識される中、コミュ
ニティ活動の場である自治会集会所等について整備を進めています。しかしながら、未整備の自治会や
老朽化が進んだ施設も多く、今後も集会所の整備に対して支援していくことを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 自治会集会所の建設・増改築・改修など、地域住民が自ら行うコミュニティ関連施設の整備に対して
補助金を交付します。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 狭山市コミュニティ施設特別整備事業実施要綱及び同補助金交付要綱に基づき、各地区団体の自治
会集会所増改築・改修等に要する経費の一部について補助金を交付しました。 

 

事  業  区  分 件数 補  助  金  額 

集 会 所 増 改 築 ・ 改 修 8件 2,701,000円 

集 会 所 借 上 げ 31 4,226,000 

特 認 ( 冷 暖 房 設 備 等 ) 3 1,073,000 

合  計 42 8,000,000 

 
２ 一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成金（2,500 千円）により、柏原地区自治連合会の
備品を整備しました。 

 

 
コミュニティ施設特別整備事業 

予 算 現 額 10,500,000円 決 算 額 10,500,000円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

 

18,000,000円 

△7,500,000円 

△41.67% 

 

 

 

2,500,000円 

8,000,000円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
 

(協働自治推進課)             

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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＜目的＞ 
 入曽地区地域交流施設（仮称）を整備し、地域住民の相互の連携や交流の促進を図ります。 
 
＜内容＞ 
 入曽公民館の更新については、入曽地区地域交流施設（仮称）として整備します。 
 
＜実績・成果等＞ 
 入曽地区地域交流施設（仮称）の新築工事設計を実施し、建設予定地である旧入間中学校の格技場を
解体しました。 
新築工事設計委託料       26,276,400円 
旧入間中学校格技場解体工事費  17,547,840円 

 

 
入曽地区地域交流施設（仮称）整備事業 

予 算 現 額 45,587,000円 決 算 額 45,569,473円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

17,527円 

 

45,569,473円 

皆増 

21,200,000円 

 

 

 

24,369,473円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
 

(市民文化課)               

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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＜目的＞ 
 市民と行政との協働を推進するとともに、協働の担い手の育成と担い手同士の連携を図ります。 
 
＜内容＞ 
 提案型協働事業を実施し、協働によるまちづくりを推進します。また、協働の担い手の育成とコーデ
ィネート支援を充実させます。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 市民参画と協働によるまちづくりの推進を図るため、提案型協働事業 7 件（市民提案型協働事業 5
件、行政提案型協働事業 2件）を実施しました。 

 
市民提案型協働事業（全 5件） 

事業名 実施団体 参加人数 

防災連絡協議会設置に向けてのコーディネー
ト事業 

ＮＰＯ法人 
わが街さやまの防災ネットワーク 

80 人 

地域における子育て支援の世代間交流  

～スマホ時代の子育て～ 

ＮＰＯ法人 

地域教育ネットワーク 
65 

狭山ふるさと醸成事業 狭山ふるさと会 100 

らーふてらこや LET’S ENJOY ENGLISH (一社)生活支援事業所らーふ 313 

体験型防災学習 ガールスカウト埼玉県第 10団 159 

 
行政提案型協働事業（全 2件） 

事業名 実施団体 参加人数 

駅前発！楽しく学ぶ自分磨き講座 ＮＰＯ法人 
さやま生涯学習をすすめる市民の会 

182 人 

市民活動団体のための資金獲得講座の開催 ＮＰＯ法人さやま協働ネット 57 

 
２ 協働によるまちづくり条例の制定にむけ、協働によるまちづくりに関する意見交換会を 5 回開催し
ました。 

 

 
市民参画（協働）推進事業 

予 算 現 額 1,857,000円 決 算 額 1,625,651円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

231,349円 

2,346,076円 

△720,425円 

△30.71% 

 

 

 

 

1,625,651円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
 

(協働自治推進課)             

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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＜目的＞ 
 若者から高齢者まで、さまざまな世代が集い、さまざまな学び、交流、活動などを通じて、元気な狭 
山を発信する拠点として開設した狭山元気プラザの適正な管理運営を行います。 
 
＜内容＞ 
 旧狭山台北小の跡地利用施設として下記の 6事業を実施 
 ・さやま市民大学 ・狭山台地区センター別室 ・一般社団法人狭山市医師会立狭山准看護学校 
 ・一般社団法人狭山市医師会訪問看護ステーション 
 ・狭山市身体障害者地域活動支援事業「工房夢来夢来」 
 ・公益社団法人狭山市シルバー人材センター 
 
＜実績・成果等＞ 
 さやま市民大学エリアの利用件数・利用人数 

利 用 月 件 数 利用人数 

平成 29年 4月 189 件 2,705 人 

5月 200 3,167 

6月 215 3,007 

7月 205 3,231 

8月 127 1,603 

9月 220 3,612 

10月 196 2,631 

11月 225 5,195 

12月 185 3,071 

平成 30年 1月 174 2,570 

2月 201 2,821 

3月 185 2,835 

合 計 2,322 36,448 

 

 
狭山元気プラザ管理事業 

予 算 現 額 19,506,000円 決 算 額 18,311,081円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,194,919円 

19,631,727円 

△1,320,646円 

△6.73% 

 

 

 

203,200円 

18,107,881円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
 

(協働自治推進課)             

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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＜目的＞ 
 元気な狭山を支える人づくりと人を活かす仕組みづくりを目指し、まちづくりを担う人材の育成、学
びの成果を地域社会のなかで活かす仕組みづくり、学びを通しての生きがいづくりと仲間づくりを目的
としたさやま市民大学の運営を行います。 
 
＜内容＞ 
 地域課題の解決や、未来の地域づくりを考える学習の場としてさやま市民大学を設立し、その実現に
向けた講座の運営を市民と市との協働事業として実施しています。 
 
＜実績・成果等＞ 
さやま市民大学受講・修了者数 

№ 講座 定員 受講者数 修了者数 

１ さやま市民大学総合講座 20 人   15 人 15 人 

２ 地域ジャーナル講座 20    15    15 

３ まちのガーデナー講座 25 16 16 

４ 狭山地域ふるさと学講座 25 26 25 

５ みんなで楽しむ国際交流講座 25 10  9 

６ 地域福祉とケアのあり方を学ぶ講座 20  9  8 

７ 健康づくり・介護予防サポーター講座 25 17 17 

８ パパ・ママのお助け隊養成講座 ～乳幼児期～ 20 17 16 

９ いきがい講座 30 23 23 

１０ 狭山の歴史講座 30 37 34 

１１ さやまっ子学習支援講座 25  9  9 

１２ 地域の防災リーダー養成講座 25 15 15 

１３ 
身近なところでソーシャル・ビジネスの“種”
を見つける講座 

20 14 14 

１４ パパ・ママのお助け隊養成講座 ～学童期～ 20 15 15 

          合 計 330 238 231 

 

 
市民大学事業 

予 算 現 額 30,333,000円 決 算 額 28,990,605円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,342,395円 

32,771,300円 

△3,780,695円 

△11.54% 

 

 

 

4,405,180円 

24,585,425円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１２目 市民活動支援費 
 

(協働自治推進課)             

比    較 

決算事項別明細書 
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 95 



 - 67 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目的＞ 
 地域住民主導によるまちづくり事業を地区センターが支援することにより、まちづくり活動の活性化
を図ります。 
 
＜内容＞ 
 元気で活力ある地域社会の実現を図るため、地域住民が主体的に取り組むまちづくり事業に助成金を
交付します。 
 
＜実績・成果等＞ 

狭山市まちづくり事業助成金交付要綱に基づき、地域の特徴を生かしてまちづくりを推進する事業に
要する経費について、助成金を交付しました。 
本年度の助成金交付実績は、総事業件数は 28件で、総助成金額は 3,567,107円でした。 

 
まちづくり事業助成金交付状況 

地 区 名 事業件数 助成金額 

入 間 川 地 区 3 件 500,000 円 

入 曽 地 区 2 400,000 

狭 山 台 地 区 6 638,000 

堀 兼 地 区 4 465,000 

新 狭 山 地 区 3 294,107 

奥 富 地 区 2 400,000 

柏 原 地 区 4 270,000 

水 富 地 区 4 600,000 

合  計 28 3,567,107 

 

 
地区まちづくり推進事業 

予 算 現 額 4,088,000円 決 算 額 3,567,107円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

520,893円 

5,099,769円 

△1,532,662円 

△30.05% 

 

 

 

 

3,567,107円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１３目 地区センター費 
 

(地区センター)              

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 固定的な性別役割分担意識は徐々に変化してきているものの、未だ根強く残っているなか、男性も女
性も個性を発揮し、社会の対等な構成員として活き活きとした生活を営むことができる男女共同参画社
会の実現のため、必要な環境づくりに取り組みます。 
 
＜内容＞ 
 男女共同参画への意識啓発を図るため、各種講座を開催するほか、男女共同参画に関する情報を市民
に発信します。 
 
＜実績・成果等＞ 
本年度は、男女共同参画情報紙「ひこうせん第 22号」を作成し、全地区に回覧しました。また、男女

共同参画講座（父親の育児参加講座・就職したい女性のための仕事研究セミナーなど）やステップ・ア
ップ・セミナー、市職員を対象としたセミナー等を実施しました。 
 
講座・セミナー等実施状況 

開催日 事    業    名 
延べ 

参加者数 

6月1日 映画会「東南角部屋二階の女」 48 人 

6月20日 女性のための護身術講座 13  

7月7・14日 育休取得中の女性のための職場復帰応援セミナー(全2回) 16  

10月5日 女性向け起業セミナー ～起業のための資金調達入門編・個別相談会～ 12  

10月18日 就職したい女性のための仕事研究セミナー ～事務職編～ 13  

11月13・20・27日 在宅ワークセミナー（スタートアップコース・全3回） 99  

12月2日 男女共同参画講座「イクメンは料理がお好き？」～男性の料理教室～ 5  

12月16日 
埼玉県西部地域まちづくり協議会・東京家政大学地域連携推進ｾﾝﾀｰ共催 
男女共同参画映画上映会と講演会 イラン映画を観て考えよう 
『オフサイド・ガールズ～どうして女はスタジアムに入れないの!?～』 

11 
 

1月16日・2月1日 
2月6日・3月6日 

女性リーダー養成のためのステップ・アップ・セミナー（全4回） 67  

2月14日 
男女共同参画セミナー（職員研修） 
「ワーク・ライフ・バランスを考える」～男女共同参画の視点から～ 

35  

3月19日 男女共同参画講演会「北野家の訓え～男女共同参画の視点から～」 210  

合     計 529  

 

 
男女共同参画推進事業 

予 算 現 額 3,648,000円 決 算 額 2,839,250円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

808,750円 

3,900,765円 

△1,061,515円 

△27.21% 

 

 

 

 

2,839,250円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１４目 男女共同参画社会推進費 
 

(市民文化課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 市民の消費生活における被害を防ぎ、安全・安心な消費生活を実現することを目的とし、相談体制の
整備や消費者に関する情報発信等を推進します。 
 
＜内容＞ 
 消費者へ新しい情報を発信し、意識啓発を図るとともに、複雑多様化する消費者被害などに適切に対
応し、消費者の権利や利益を擁護するため、専門の消費生活相談員による相談事業を推進します。また、
消費生活に関わる問題などに自主的に取り組む消費者団体の活動を支援します。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 相談業務 

複雑多様化する相談に資格を持った相談員が対応し、専門的な知見に基づき、被害の未然防止及び
救済に当たりました。 

 
２ 啓発業務 
（１）くらしの移動教室（出前講座） 

悪質商法による被害の多い高齢者等を対象に、くらしの移動教室を 10 回開催（224 人参加）し、
参加者に情報を提供し、被害の防止を呼びかけました。 

（２）20歳の手紙 
20歳を迎える方（1,427人）に、悪質商法等の被害防止の啓発文書を送付しました。 

（３）消費生活講演会 

期 日 テ ー マ 講  師 

7月 12日 
食べ物の「もったいない」を「ありが
とう」へ 

セカンドハーベスト・ジャパン 

田中 入馬 氏 

1月 19日 
においだらけの身の回りの正体は？  
～有害物質の危険性～ 

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 
水野 玲子 氏 

2月 8日 
命を育むシンプルな食品選び 
～食品添加物について考える～ 

NPO法人コミュニティスクール・まちデザイン 

近藤 惠津子 氏 

 

３ 消費者団体連絡会の支援 
市内の消費者団体が連絡を密にし、消費者問題に関する調査・研究などを行う狭山市消費者団体連

絡会を支援しました。消費者団体連絡会は、本年度、消費生活講演会の開催、広報紙「消団連ニュー
ス」の発行等を行い、消費者の意識啓発や身近な消費者情報の発信を行いました。 

 

４ 年度別相談件数の推移 

年  度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

相談件数 1,087件  1,013件  1,060件  1,076件  1,201件  

 

 
消費者行政推進事業 

予 算 現 額 17,910,000円 決 算 額 17,225,020円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

684,980円 

16,131,275円 

1,093,745円 

6.78% 

 

1,650,870円 

 

 

15,574,150円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１５目 消費生活センター費 
 

(市民文化課)               

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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５ 消費生活相談受付内容 

平成29年4月1日～平成30年3月31日 

 

 

内 容 

 

 

種 類 

 

受付 内 容 別 相 談 件 数 

受

付

件

数 

う

ち

苦

情

件

数 

安

全

・

衛

生 

役

務

品

質 

品

質

・

機

能 

法

規

・

基

準 

価

格

・

料

金 

計

量

・

量

目 

表

示

・

広

告 

販

売

方

法 

契

約

・

解

約 

接

客

対

応 

包

装

・

容

器 

施

設

・

設

備 

買

物

相

談 

生

活

知

識 
そ

の

他 

合 
 

 

計 

商 品 一 般 
件 

257 
件 

251 
件 
0 

件 
1 

件 

1 
件 
3 

件 
0 

件 
5 

件 
30 

件 
230 

件 
3 

件 
0 

件 
0 

件 
0 

件 
0 

件 
6 

件 
279 

食 料 品 57 49 6 9 1 3 2 10 37 36 5 0 0 0 1 1 111 

住 居 品 32 25 1 8 0 4 0 4 12 15 3 0 1 1 1 3 53 

光 熱 水 品 19 16 1 1 0 7 0 0 6 12 2 0 0 0 0 1 30 

被 服 品 32 30 1 9 0 4 0 3 21 26 4 0 0 0 0 1 69 

保 健 衛 生 品 30 27 4 8 0 3 0 3 16 24 5 0 0 1 0 2 66 

教 養 娯 楽 品 70 68 0 10 0 7 0 2 36 50 14 0 0 0 0 0 119 

車 両 ・ 乗 物 23 22 3 7 1 1 0 3 7 16 2 0 0 0 0 0 40 

土地・建物・設備 52 48 2 9 0 3 0 2 12 39 7 0 0 0 0 2 76 

他 の 商 品 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

商 品 計 573 537 18 62 3 35 2 32 177 449 45 0 1 2 2 16 844 

ク リ ー ニ ン グ 6 6 1 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 

レンタル・リース・賃借  40 33 1 1 1 16 0 0 2 27 2 0 0 0 1 2 53 

工事・建築・加工 55 49 1 9 1 8 0 3 33 34 4 0 0 0 0 3 96 

修 理 ・ 補 修 16 14 1 4 0 6 0 2 5 4 2 0 0 0 0 1 25 

管 理 ・ 保 管 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

役 務 一 般 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

金融・保険サービス 105 99 0 1 1 6 0 1 24 90 3 0 0 0 0 3 129 

運輸・通信サービス 217 214 0 3 2 23 0 3 154 193 11 0 0 1 0 1 391 

教 育 サ ー ビ ス 5 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 7 

教養・娯楽サービス 28 27 1 1 0 2 0 3 16 20 2 0 0 0 0 0 45 

保健・福祉サービス 59 47 4 5 1 5 0 3 23 26 7 0 0 4 1 7 86 

他 の 役 務 54 45 2 1 0 9 0 5 23 34 9 0 0 1 1 5 90 

内職・副業・ねずみ講 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 

他の行政サービス 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

役 務 計 595 546 12 29 8 76 0 21 285 436 43 0 1 6 3 24 944 

他 の 相 談 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合   計 1,201 1,087 30 91 11 111 2 53 462 885 88 0 2 8 5 40 1,788 

注）内容別相談件数は複数分類 
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＜目的＞ 
 市内循環バス(茶の花号)を運行し、交通不便地域の解消や市民の日常生活における移動手段の充実を
図ります。 
 
＜内容＞ 
 市内 4 駅を中心にバス 3 台、8 コースで運行し、運行経費等を運行収入で賄えなかった額を運行補償
料として補填しています。 
 
＜実績・成果等＞ 
市内循環バス（茶の花号）乗車人数 

コ ー ス 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

 

通勤通学コース（稲荷山） 
人 

19,805 
人 

19,406 
人 

18,262 

通勤通学コース（入曽） 22,292 22,210 21,763 

柏 原 循 環 コ ー ス 5,254 4,990 5,285 

水 富 循 環 コ ー ス 8,532 8,238 8,700 

奥 富 循 環 コ ー ス 4,989 5,530 5,661 

堀 兼 循 環 コ ー ス 12,005 12,529 13,009 

入 曽 東 循 環 コ ー ス 6,745 6,927 7,815 

入 曽 西 循 環 コ ー ス 3,132 3,456 4,394 

合   計 82,754 83,286 84,889 

 

 
市内循環バス運行事業 

予 算 現 額 42,113,000円 決 算 額 38,927,945円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

3,185,055円 

38,547,615円 

380,330円 

0.99% 

 

 

 

319,725円 

38,608,220円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１６目 交通対策費 
 

(交通防犯課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
当市における公共交通の現状と課題等を踏まえ、市内循環バス（茶の花号）の一層の利便性の向上を

図るための対応策を検討し、交通不便地域の解消と市民の日常生活における移動手段の充実を図ります。 
また、道路運送法の規定に基づいて設置した狭山市地域公共交通会議を中心として、市内循環バス（茶

の花号）の運行ルート等の見直しを進めるとともに、今後の当市における新しい公共交通のあり方とそ
の方向性について協議を進め、公共交通の充実を図ります。 
 
＜内容＞ 
本年度は、公共交通の関係主体間における協議の場として、道路運送法の規定に基づいて設置した狭

山市地域公共交通会議を定期的に開催し、市内循環バス（茶の花号）の運行ルート等の見直しを軸とし、
今後の当市における新しい公共交通のあり方とその方向性について協議を進めていきます。 
 
＜実績・成果等＞ 
道路運送法の規定に基づき、狭山市地域公共交通会議を平成 28年 12月に設置し、平成 29年 3月に第

1回会議を開催して以後、第 2回会議を同年 5月に、第 3回会議を同年 8月に、第 4回会議を同年 10月
に、第 5回会議を同年 11月に、第 6 回会議を平成 30 年 2 月にそれぞれ開催し、市内循環バス（茶の花
号）の運行ルート等の見直しについて継続的に協議し、各コースのルートの見直し、バス停の位置及び
名称について、一定の方針を確認しました。 
また、利用促進策の効果的な実施、運賃体系の見直し及び近隣自治体との広域連携の必要性等につい

て、現状と課題の共通理解を図りました。 
 

 
地域公共交通対策事業 

予 算 現 額 404,000円 決 算 額 358,750円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

45,250円 

71,750円 

287,000円 

400.00% 

 

 

 

 

358,750円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１６目 交通対策費 
 

(交通防犯課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 狭山市駅西口開発に伴い、駅周辺の交通の安全と円滑化、更には、防犯面等付加価値のある有料駐車
場を運営し、利用者の利便性を確保します。 
 
＜内容＞ 
 自転車利用者の利便性の増進を図るとともに、駅周辺の環境整備に資するため、24時間利用可能な有
料自転車駐車場を運営します。また、常に利用ニーズの把握に努め柔軟なサービスを展開する上で、指
定管理者制度を導入しています。 
 
＜実績・成果等＞ 

１ 狭山市駅西口第１自転車駐車場利用台数 

区     分 平成 28年度 平成 29年度 

自 転 車 

一 時 利 用 
有料（回数券含む） 39,285 台 45,920 台 

無 料 2,349 2,221 

定 期 利 用 
228,125 

(625台×365日) 

229,950 

(630台×365日) 

 
２ 狭山市駅西口第 2自転車駐車場利用台数 

区     分 平成 28年度 平成 29年度 

自 転 車 

一 時 利 用 
有料（回数券含む） 15,677 台 15,982 台 

無 料 4,881 5,589 

定 期 利 用 
37,595 

(103台×365日) 

35,040 

(96台×365日) 

 

 
狭山市駅西口自転車駐車場管理事業 

予 算 現 額 7,027,000円 決 算 額 6,526,151円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

500,849円 

6,531,024円 

△4,873円 

△0.07% 

 

 

 

 

6,526,151円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１６目 交通対策費 
 

(交通防犯課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 狭山市駅西口開発に伴い、駅周辺の交通の安全と円滑化、更には、防犯面等付加価値のある有料駐車
場を運営し、利用者の利便性を確保します。 
 
＜内容＞ 
 自動車利用者の利便性の増進を図り、もって道路交通の円滑化とまちの活性化に寄与するため、24時
間利用可能な有料駐車場を運営します。また、常に利用ニーズの把握に努め柔軟なサービスを展開する
上で、指定管理者制度を導入しています。 
 
＜実績・成果等＞ 
狭山市駅西口駐車場利用台数 

区 分 平成 28年度 平成 29年度 

 

普通自動車 
一時利用 

有料（回数券含む） 95,815 台 100,898 台 

無       料 94,849 94,557 

定 期 利 用 
24,455 

(67台×365日) 

24,455 

(67台×365日) 

 

自動二輪車 
一時利用 

有料（回数券含む） 530 831 

無       料 413 357 

定  期  利  用 
1,460 

 （4台×365日） 

1,460 

(4台×365日) 

 

原動機付 

自転車 

一時利用 
有料（回数券含む） 4,892 4,872 

無       料 1,231 1,160 

定 期 利 用 
2,190 

 （6台×365日） 

2,190 

（6台×365日） 

 

 
狭山市駅西口駐車場管理事業 

予 算 現 額 52,966,000円 決 算 額 52,465,848円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

500,152円 

52,504,326円 

△38,478円 

△0.07% 

 

 

 

32,896,000円 

19,569,848円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１６目 交通対策費 
 

(交通防犯課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 全国的には交通事故死者数は減少傾向にありますが、依然として多く発生しており、市民の生命の安
全を守るために、市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図るとともに、交通マナーと交通ルールを身
に付け、交通事故を防止します。 
 
＜内容＞ 
 関係機関・団体などと連携し、交通事故防止活動を推進するとともに、幼稚園児・保育園児・小中学
生・一般・高齢者など、年代ごとに交通安全教室を実施し、交通安全意識の高揚を図ります。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 交通安全運動等の実施 

⑴ 春の全国交通安全運動 
⑵ 夏の交通事故防止運動 
⑶ 秋の全国交通安全運動 
⑷ 冬の交通事故防止運動 
⑸ 各種交通安全教室 
⑹ 交通安全街頭指導 
⑺ 交通安全啓発活動 

 
２ 交通安全教室の実施 

交通安全教室の実施状況 

区 分 幼 児 小学生 中学生 一 般 高齢者 合 計 

実施回数 78回 49回 7回 74回 10回 218回 

参加人員 4,412人 15,016人 2,437人 3,771人 377人 26,013人 

 

 
交通安全推進事業 

予 算 現 額 57,371,000円 決 算 額 54,122,259円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

3,248,741円 

51,410,902円 

2,711,357円 

5.27% 

 

 

 

 

54,122,259円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１６目 交通対策費 
 

(交通防犯課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 市内の交通事故防止を図る上で、事故多発地点、危険箇所及び通学路に各種交通安全施設の整備充実
を図ります。 
 
＜内容＞ 
 道路交通の安全を確保するため、設置要望を踏まえ、事故多発地点等に道路照明灯や道路反射鏡を設
置します。 
 
＜実績・成果等＞ 

１ 交通安全施設の整備 

交通安全施設の整備状況 

道 路 照 明 灯 道 路 反 射 鏡 

0（0） 基 9（1） 基 

※（ ）内は移管・寄附分 

本年度末で道路照明灯1,685基、道路反射鏡2,388基、道路標識2,107基 

２ 交通事故の発生状況 

⑴ 月別交通事故発生状況 

区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

事故件数(件) 32 46 48 33 45 49 57 46 49 32 34 41 
 

512 

死 者 数(人) 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 
 

9 

負傷者数(人) 41 51 58 35 50 54 58 51 62 36 41 46 
 

583 

                           ※高速道路上における事故を除きます。 

⑵ 状態別交通事故発生状況 

区 分 歩行中 自転車 二輪車 自動車 
その他 

（道路外等） 
合 計 

 

死 者 数 
人 

5  
人 

3  
人 

0  
人 

1  
人 

0  
人 

9  

負傷者数 77  148  60  298  0  
 

583  

                       ※高速道路上における事故を除きます。 

 
交通安全施設整備事業 

予 算 現 額 12,538,000円 決 算 額 10,264,861円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

2,273,139円 

7,830,365円 

2,434,496円 

31.09% 

 

 

 

 

10,264,861円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１６目 交通対策費 
 

(交通防犯課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 狭山警察署をはじめ、地域防犯推進委員や防犯関係団体との連携を図り、地域防犯パトロールや駅頭
などでの広報・啓発活動を実施するとともに、防犯情報誌の発行などにより防犯意識の高揚を図ります。 
 また、夜間の歩行者の安全及び防犯のまちづくり推進のため、市内防犯灯の維持管理を行います。 
 
＜内容＞ 
 狭山警察署、各自治会、各地区ＡＰＯＣ等と連携・協力し、より多くの市民に防犯情報を届け、防犯
意識を高めるため、各種街頭での啓発キャンペーンを行い、地域の自主防犯活動状況を把握し、防犯用
品を提供するなど、活動の支援を行います。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 地域防犯推進委員の委嘱（狭山地方防犯協会） 
 
２ 防犯キャンペーン等の実施 

⑴ 地域安全運動週間（4月16日から4月22日まで） 
⑵ 全国地域安全運動期間（10月16日から10月31日まで） 
⑶ 年末年始特別警戒（12月1日から1月3日まで） 

 
３ 青色回転灯装着車両による防犯パトロールの実施 
 

 
防犯推進事業 

予 算 現 額 59,497,000円 決 算 額 55,357,275円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

4,139,725円 

42,849,906円 

12,507,369円 

29.19% 

 

 

 

 

55,357,275円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 １項１７目 防 犯 費 
 

(交通防犯課)               

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 市財政における基幹税目としての市民税、軽自動車税及びたばこ税の適正かつ公平な課税と安定した
財源の確保を図ることを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 個人市民税、法人市民税、たばこ税及び軽自動車税の適正かつ公平な賦課等の事務を実施します。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 市民税 

市民税については、適正かつ公平な課税に向けて申告受付をはじめ正確な課税客体の把握や課税資
料の収集に努め、賦課事務処理を行いました。 

 
２ 主な支出 
⑴ 賃金 
ア 一般事務職員賃金 4,862,203円 

 
⑵ 需用費 
ア 事務用消耗品費 849,986円 
イ 帳票等印刷代 775,763円 

 
⑶ 使用料及び賃借料 
ア システム使用料 1,854,576円 

 
⑷ 負担金、補助及び交付金 
ア 地方税電子化協議会分担金 2,936,845円 

 

 
市民税賦課事業 

予 算 現 額 14,228,000円 決 算 額 13,062,828円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,165,172円 

13,555,037円 

△492,209円 

△3.63% 

 

 

 

5,845,500円 

7,217,328円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ２項 ２目 賦課徴収費 
 

(市民税課)                

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 市財政における基幹税目としての固定資産税及び目的税である都市計画税の適正かつ公平な課税と安
定した財源の確保を図ることを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 課税客体である土地・家屋・償却資産の適正な把握、調査、評価、賦課及び評価替え事務を実施しま
す。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 固定資産税 

固定資産税については、土地の現況調査をはじめ新増築家屋の評価、償却資産の調査等を行い、適
正かつ公平な課税に努めました。 
翌年度の賦課に向けて、土地については、92,691筆、34,371,760平方メートルに対して、家屋につ

いては、49,892 棟、8,324,449 平方メートルに対して、償却資産については、2,580 件に対して評価
等を実施しました。 

 
２ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 
⑴ 縦覧期間 平成 29年 4月 3日から平成 29年 5月 31日 
⑵ 縦覧件数 4件（個人 4件、 法人 0件） 
⑶ 縦覧期間中における固定資産課税台帳の閲覧 
  閲覧件数 200件（個人 159件 法人 41件） 

 
３ 主な業務委託 
⑴ 画地条件更新等委託       7,236,000円 
⑵ 土地評価時点修正等委託     7,128,000円 
⑶ 航空写真作成等委託       8,856,000円 
⑷ 土地鑑定評価委託        4,995,000円 

 

 
資産税賦課事業 

予 算 現 額 36,209,000円 決 算 額 35,027,977円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

1,181,023円 

59,654,386円 

△24,626,409円 

△41.28% 

 

 

 

2,512,880円 

32,515,097円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ２項 ２目 賦課徴収費 
 

(資産税課)                

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 市財政の根幹をなす税収の確保の重要性は一層増しているため、自主財源の確保と税負担の公平性の
観点から、納税率の向上を図ります。 
 
＜内容＞ 
 今後も、口座振替の推奨を実施し、市税等の未納の方には督促状や催告書等を送付することで納付を
促すことにより、納税率の向上に努めます。 
 
＜実績・成果等＞ 
 市税収入の安定的な確保を図るため、各税の納税通知書を発送する際に、口座振替推奨パンフレット
を同封しました。また、滞納市税等の縮減を図るため、市税等徴収指導員を配置し、徴収困難事案等の
解消に努めたほか、督促状を市民税・県民税 15,916 通、法人市民税 163 通、特別徴収市民税・県民税
3,908通、固定資産税・都市計画税 18,892通、軽自動車税 5,871通、国民健康保険税 29,363通発送し、
督促状発送後も未納の方には催告書等を 30,304通発送しました。 
 
主な支出 
１ 業務委託 
⑴ 市税等日計処理業務委託 10,733,716円 

２ 過誤納金払戻金 
⑴ 市税等過誤納金払戻金  77,674,984円 

 

 
徴収事業 

予 算 現 額 102,086,000円 決 算 額 97,529,710円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

4,556,290円 

80,186,194円 

17,343,516円 

21.63% 

 

15,679,380円 

 

479,224円 

81,371,106円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ２項 ２目 賦課徴収費 
 

(収税課)                 

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 市税等の納付手段を拡充し、納税者の利便性を高め、口座振替納税を促進し、納期内納付の定着によ
る納税率の向上を図ります。 
 
＜内容＞ 
 市指定金融機関のほかにコンビニエンスストアを収納窓口とするなど、自主納付の促進に関する事業
を実施していますが、引き続き、納税環境の充実に努めます。また、市税の収入確保のため、電話によ
る納税呼びかけ（コールセンター）を進めていきます。 
 
＜実績・成果等＞ 
 コンビニエンスストアでの納付は、前年比約 4.7パーセント増の 98,002件の利用がありました。また、
口座振替納税を促進するため、キャッシュカードによる口座振替（ペイジー口座振替）受付サービスを
導入し、申込み手続きの簡素化を図るとともに、市税の早期納付を呼びかけるコールセンター業務を通
年で実施したほか、納付手段の拡大の一環として休日窓口を 13回開設しました。 
 
主な支出 
１ 嘱託職員賃金 
⑴ 市税等徴収員賃金             2,830,704円 

２ 業務委託 
⑴ 収納業務委託               6,162,565円 
⑵ 市税等電話催告（コールセンター）業務委託 8,262,864円 

 

 
市税等納税促進事業 

予 算 現 額 23,086,000円 決 算 額 22,472,053円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

613,947円 

15,745,267円 

6,726,786円 

42.72% 

 

18,027,102円 

 

 

4,444,951円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ２項 ２目 賦課徴収費 
 

(収税課)                 

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 戸籍制度は、親族的な身分関係を登録し、公証するもので、戸籍法により市町村長が管掌する法定受
託事務であり、法令等に基づき正確かつ円滑な事務処理が実施できるよう管理及び運営体制の充実を図
ります。 
 
＜内容＞ 
 関係法令等の正確な理解を図り、戸籍の各種届出(出生、認知、婚姻、離婚、死亡、縁組、離縁、転籍
及び入籍等)の受理、審査、編製及び記載を適正に実施するとともに、これら業務を適正かつ迅速に行う
ための管理システムの効率的な管理及び運営を行います。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 本籍人口・本籍数 

平成 30 年 3 月 31日現在における本籍人口は 123,352 人、本籍数は 49,294戸籍で、前年度に比べ、
187人、324戸籍の増加でした。 

 

２ 各種処理件数 

⑴ 戸籍届出件数 

区    分 出 生 死 亡 婚 姻 離 婚 養子縁組 転 籍 その他 合 計 
 

届 
 

出 

本 籍 人 
件 

494 
件 

897 
件 

461 
件 

195 
件 

81 
件 

492 
件 

424 
件 

3,044 

非 本 籍 人 434 693 153 34 10 2 37 1,363 

小   計 928 1,590 614 229 91 494 461 4,407 

他市区町村からの送付 410 179 852 107 29 360 179 2,116 

合    計 1,338 1,769 1,466 336 120 854 640 6,523 

 

⑵ 戸籍処理件数 

区     分 新戸籍編製 戸籍全部消除 合    計 

件     数 1,156 件 832 件 1,988 件 

 

 
戸籍管理事業 

予 算 現 額 24,404,000円 決 算 額 23,740,266円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

663,734円 

24,008,919円 

△268,653円 

△1.12% 

 

129,205円 

 

17,866,000円 

5,745,061円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ３項 １目 戸籍住民基本台帳費 
 

(市民課)                 

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 住民基本台帳制度は、市民の居住関係の公証の基本制度として、市区町村の自治事務として位置づけ
られており、その正確性の確保と適正な運営が求められていることから、事務の適正かつ迅速な実施と
運営を図ります。 
 
＜内容＞ 
 住民基本台帳制度における各種届出の受理、審査及び記載、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の作
成、記載及び写し等の交付を円滑に実施するため、これら業務を適正かつ迅速に行うためのシステムの
管理及び運営を行います。 
 
＜実績・成果等＞ 

１ 人口動態 

⑴ 住民基本台帳人口 

平成 30 年 3 月 31 日現在における住民基本台帳人口は、151,986 人（68,212 世帯）で、前年度に
比べ、744人の減少（663世帯の増加）でした。 
地域別人口動態は、入曽地区 368人、堀兼地区 154人、柏原地区 125人、水富地区 63人、新狭山

地区 58人、狭山台地区 59人の減少で、入間川地区 56人、奥富地区 27人の増加でした。 

⑵ 外国人人口 

平成 30 年 3 月 31 日現在における住民基本台帳人口のうち外国人人口は、58 カ国 2,419 人（内、
国籍不明 3名）で、前年度に比べ 271人の増加でした。 

⑶ 住民異動事由別件数と人数 

区 分 転 入 転 出 転 居 出 生 死 亡 職権記載 職権消除 合 計 

件 数 4,682 4,662 2,072 930 1,563 69 139 14,117 

人 数 5,985 6,036 3,629 940 1,563 69 139 18,361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住民基本台帳管理事業 

予 算 現 額 73,196,000円 決 算 額 50,449,323円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

19,688,000円 

3,058,677円 

38,867,127円 

11,582,196円 

29.80% 

7,674,000円 

 

 

21,916,110円 

20,859,213円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ３項 １目 戸籍住民基本台帳費 
 

(市民課)                 

比    較 

決算事項別明細書 
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２ 各種証明等件数及び手数料収入 

⑴ 住民基本台帳 

区     分 有料件数 無料件数 合  計 手 数 料 

住 民 票 の 写 し 等 
（内コンビニ交付分） 

75,463 
(843) 

件 9,767 
 

件 85,230 
(843) 

件 15,092,600 
(168,600) 

円 

戸 籍 の 附 票 1,979  4,647  6,626  395,800  

閲 覧 8  31  39  4,660  

公的年金用記載事項証明   7  7  0  

転 出 証 明 書   4,328  4,328  0  

住民票コード通知再発行   17  17  0  

合     計 77,450  18,797  96,247  15,493,060  

⑵ 戸籍 

区     分 有料件数 無料件数 合  計 手 数 料 

戸籍全部事項証明書 14,072 件 5,940 件 20,012 件 6,332,400 円 

戸 籍 謄 本 6  2  8  2,700  

除籍全部事項証明書 1,267  734  2,001  950,250  

除籍、原戸籍謄本 5,758  3,627  9,385  4,318,500  

戸籍個人事項証明書 4,027  404  4,431  1,812,150  

戸 籍 抄 本 0  0  0  0  

除籍個人事項証明書 19  32  51  14,250  

除籍、原戸籍抄本 53  10  63  39,750  

戸籍一部事項証明書 29  1  30  13,050  

受 理 証 明 等 641  85  726  224,350  

戸籍法施行規則第66条 

第２項で定める証明書 
7  0 

 
7  9,800  

除籍一部事項証明書等 0  0  0  0  

合     計 25,879  10,835  36,714  13,717,200  

⑶ 個人番号法 

区     分 有料件数 無料件数 合  計 手 数 料 

通 知 カ ー ド 再 交 付 916 件 46 件 962 件 458,000 円 

個人番号カード再交付 65  12  77  52,000  

合     計 981  58  1,039  510,000  

⑷ 諸証明等 

区     分 有料件数 無料件数 合  計 手 数 料 

印 鑑 登 録 証 再 交 付 1,376 件 1 件 1,377 件 275,200 円 

印 鑑 登 録 証 明 書 
（内コンビニ交付分） 

46,309 
(548) 

 
29 
 

 46,338 
(548) 

 
9,261,800 
(109,600) 

 

臨 時 運 行 許 可 証 843  0  843  632,250  

そ の 他 の 証 明 1,513  291  1,804  302,600  

合     計 50,041  321  50,362  10,471,850  
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⑸ 地区センター等各種証明取扱件数 

区  分 
住民票の写し 
・戸籍の附票 

戸籍謄・抄本等 印鑑登録証明書 その他の証明 合   計 

入 間 川 
地区センター 

7,889 
件 

2,741 
件 

4,372 
件 

152 
件 

15,154 
件 

入 曽 
地区センター 

4,966  1,455  3,590  93  10,104  

堀 兼 
地区センター 

1,487  528  1,591  19  3,625  

奥 富 
地区センター 

841  297  733  10  1,881  

柏 原 
地区センター 

1,971  659  1,750  24  4,404  

水 富 
地区センター 

2,248  719  1,809  62  4,838  

新 狭 山 
地区センター 

4,034  1,057  2,967  63  8,121  

狭 山 台 
地区センター 

3,415  795  2,432  36  6,678  

水 野 市 民 
サービスコーナー 

1,357  325  1,089  14  2,785  

広 瀬 市 民 
サービスコーナー 

2,254  505  1,698  53  4,510  

合  計 30,462  9,081  22,031  526  62,100  

※ 件数の中には無料（手数料の免除）の件数を含みます。 

 

３ 各種処理件数 

⑴ 戸籍の附票処理件数 

区  分 附票記載 附票消除 合  計 

件 数 1,537 件 1,800 件 3,337 件 

⑵ 印鑑登録取扱件数 

区  分 登  録 廃  止 合  計 

件 数 4,931 件 4,899 件 9,830 件 

 

４ 電子申請 

インターネットを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書等の請求手続きを自宅などから行える
「電子申請」を実施しています。 
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＜目的＞ 
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（番号法）の規定に基づ
く「通知カード」の送付及び「個人番号カード」の交付にあたり、市民からの問い合わせ対応及びカー
ド交付事務等を効率的かつスムーズに行い、市民サービスの向上を図ります。 
 
＜内容＞ 
 個人番号制度の開始に伴い、市民からの問い合わせ対応を適切に行うとともに、希望者へ個人番号カ
ードの交付を行います。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 通知カード送付状況 

返戻後に交付 244 件 

保  管  数 757 

 
２ 個人番号カード交付状況 

申  請  数 2,844 件 

交  付  数 2,963 

 
３ 再交付申請の状況 
（１）通知カード    500円×916件＝458,000円 
（２）個人番号カード  800円× 65件＝ 52,000円 

 

 
個人番号カード交付事業 

予 算 現 額 41,400,000円 決 算 額 23,157,078円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

12,434,000円 

5,808,922円 

45,759,427円 

△22,602,349円 

△49.39% 

15,057,000円 

 

 

510,000円 

7,590,078円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ３項 １目 戸籍住民基本台帳費 
 

(市民課)                 

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 選挙管理委員会は、公職選挙法の定めるところにより、議会の議員及び長の選挙を管理するほか、他
の法令によりその権限とされた、その他の選挙に関する事務を管理することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 各選挙の管理執行及びこれに伴う各選挙人名簿の調製を行うとともに、各種投票、直接請求及びその
他各種法令に基づく事務を行います。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 選挙人名簿の定時登録者数（各月の 1日現在） 

区 分 入間川 狭山台 入曽 堀兼 新狭山 奥富 柏原 水富 合計 

  投票区数 9 カ所 3 7 3 1 1 2 4 30 

平成 29年 6月 37,894 人 11,194 31,961 12,060 4,458 4,107 10,154 18,418 130,246 

平成 29年 9月 37,945 11,189 31,887 12,030 4,455 4,099 10,113 18,443 130,161 

平成 29年 12月 37,946 11,196 31,812 11,998 4,472 4,083 10,106 18,438 130,051 

平成 30年 3月 37,996 11,149 31,715 11,973 4,457 4,086 10,074 18,429 129,879 

 
２ 在外選挙人名簿の登録者数（各月の 1日現在） 

区  分  男 女 合計 

平成 29年 6月 51 人 66 117 

平成 29年 9月 49 66 115 

平成 29年 12月  49 64 113 

平成 30年 3月 46 64 110 

 

 
選挙管理委員会運営事業 

予 算 現 額 4,558,000円 決 算 額 4,259,345円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

298,655円 

2,937,447円 

1,321,898円 

45.00% 

 

11,346円 

 

 

4,247,999円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ４項 １目 選挙管理委員会費 
 

(選挙管理委員会事務局)          

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 投票率の向上に向け、未成年者を含む多くの市民へ選挙に対する関心を持ってもらうことを目的とし
ます。 
 
＜内容＞ 
 選挙時は、投票日などの啓発を行うとともに、多くの市民を対象にホームページを通じ選挙啓発を行
います。また、小中学校等に選挙器具の貸し出しを行う選挙体験事業を実施するとともに選挙について
の講座を行います。さらには、若年層を対象とした選挙啓発事業を進めます。 
 
＜実績・成果等＞ 
 選挙の常時啓発では、各種啓発物資を配布し、市内中学校・高等学校等へ投票箱や記載台等の貸し出
しを行いました。 
 また、明るい選挙啓発ポスターコンクール作品を募集し、応募作品 2 点をデザインにした啓発用ポケ
ットティッシュを作製しました。 
 さらには、新成人へ「有権者ノート」を郵送し、成人式では啓発用冊子を設置し、若年層への啓発に
努めました。 
 

 
選挙啓発事業 

予 算 現 額 123,000円 決 算 額 73,575円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

49,425円 

64,973円 

8,602円 

13.24% 

 

 

 

 

73,575円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ４項 ２目 選挙啓発費 
 

(選挙管理委員会事務局)          

比    較 

決算事項別明細書 

 

ページ 
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＜目的＞ 
 公職選挙法に基づき、衆議院議員総選挙を執行することを目的とします。 
 
＜内容＞ 
 公職選挙法の規定に基づき、選挙運動期間 12日間における衆議院議員小選挙区第 9区の選挙人の立候
補届出の受付及び小選挙区並びに比例代表選出議員選挙、国民審査の投票・開票事務等、一連の選挙事
務を実施します。 
 
＜実績・成果等＞ 
 衆議院議員選挙事業は、衆議院解散（平成 29 年 9 月 28 日）による第 48 回衆議院議員総選挙及び第
24回最高裁判所裁判官国民審査を、公示日平成 29年 10月 10日、選挙期日平成 29年 10月 22日により
執行したものであり、その執行経費は 4,715万 5,270円でありました。 
 ポスター掲示場は市内 223 カ所であり、期日前投票所は 2 カ所、また、投票所は 30 投票区 30 カ所に
より執行しました。 
 衆議院議員小選挙区（埼玉県第 9 区）選出議員選挙の立候補者数は 3 人でありました。投票者数は 6
万 8,945人であり、当日有権者数は 12万 9,805 人、投票率は 53.11パーセント（男 54.08 パーセント、
女 52.14パーセント）となりました。 
 衆議院比例代表選出議員選挙は、名簿届出政党等は 8 政党等でありました。投票者数は 6 万 8,940 人
であり、当日有権者数は 12万 9,805人、投票率は 53.11パーセント（男 54.08パーセント、女 52.14パ
ーセント）となりました。 
 また、最高裁判所裁判官国民審査は、7 人が審査を受けました。投票者数は 6 万 7,921 人であり、当
日有権者数は 12万 9,693人、投票率は 52.37パーセント（男 53.36パーセント、女 51.38パーセント）
となりました。 
 なお、期日前投票所では、市役所を会場とし、公示日の翌日より選挙期日の前日までに 11日間開設し、
市民会館の会場では、選挙期日の前日までに 5 日間開設しました。合計期日前投票者数は、下表のとお
りとなりました。 
 合計期日前投票者数 

区 分 男 女 合 計 投票率 

小 選 挙 区 11,598 人 11,923 人 23,521 人 18.12％ 

比 例 代 表 11,598 11,923 23,521 18.12 

国 民 審 査 11,316 11,607 22,923 17.67 

※ 投票率は、小数点第 3位以下切り捨て 
 

 
衆議院議員選挙事業 

予 算 現 額 66,880,000円 決 算 額 47,155,270円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

19,724,730円 

 

47,155,270円 

皆増 

 

47,126,966円 

 

 

28,304円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ４項 ３目 衆議院議員選挙費 
 

(選挙管理委員会事務局)          

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 統計法に定める基幹統計調査等、各種統計調査を円滑・適正に実施します。 
 
＜内容＞ 
 国及び県が実施する基幹統計調査をはじめとした各種統計調査を実施します。 
 
＜実績・成果等＞ 
 基幹統計調査等 

統計調査 主管官庁 調 査 目 的 調査期日 調査対象 調査方法 

学校基本調査 文部科学省 
学校教育行政に必要な学校に
関する基本的事項を明らかに
する。 

5月1日 
（毎年） 

幼稚園、幼保
連携型認定
こども園、
小･中学校、
各種学校 

全数調査 

工業統計調査 経済産業省 

製造業に属する事業所を対象
として、事業所数、従業者数、
製造品出荷額等を調査し、工
業の実態を明らかにする。 

6月1日 
（経済ｾﾝｻｽ
活動調査の
実施年を除
く） 

製造業に属
する全ての
事業所 

全数調査 

就 業 構 造 
基 本 調 査 

総 務 省 
就業及び不就業の実態を明ら
かにし、全国及び地域別の就
業構造の基礎資料を得る。 

10月1日          
(5年毎) 

総務大臣が
指定した調
査区内の世
帯 

標本調査 

上表以外に埼玉県住民異動月報及び埼玉県町（丁）字別人口調査、住宅・土地統計調査単位区設定を
実施。 

 

 
統計調査事業 

予 算 現 額 2,354,000円 決 算 額 2,131,428円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

222,572円 

4,105,213円 

△1,973,785円 

△48.08% 

 

2,131,428円 

 

 

 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ５項 ２目 統計調査費 
 

(総務課)                 

比    較 

決算事項別明細書 
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＜目的＞ 
 定期的に監査を実施することにより、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われるよう、
また市の経営に係る事務の管理が合理的かつ効果的に行われるよう、改善を目指すものです。 
 
＜内容＞ 
 法令に基づき、定期監査、決算審査、例月出納検査等を行います。 
 
＜実績・成果等＞ 
１ 例月出納検査  原則として毎月 28日に実施 
 
２ 決算審査  上下水道事業会計実施日  6月 28日 
        一般会計･特別会計実施日 6月 30日･7月 3日･4日･6日･7日･10日･11日･13日･14日 
 
３ 健全化判断比率及び資金不足比率検査  実施日 8月 4日 
 
４ 定期監査  第一回実施日 10月 20日･23日･24日･26日･27日 
        第二回実施日 1月 29日･30日･2月 1日･2日･5日･6日 
 
５ 財政援助団体等監査  実施日 11月 22日 
⑴ 狭山市市民健康文化センター 

（指定管理者 シンコースポーツ・サンワックス・アズビル共同事業体） 
⑵ 狭山市立中央児童館  

（指定管理者 株式会社日本保育サービス） 
⑶ 公益社団法人狭山市シルバー人材センター 

 
６ 住民監査請求による監査 
   請求件数 3件 （結果内訳） 棄却 3件 
 
 

 
監査事業 

予 算 現 額 2,569,000円 決 算 額 2,513,689円 

翌 年 度 繰 越 額 

不     用      額 

前 年 度 
決算額 

増減額 

増減率 

 

55,311円 

2,501,463円 

12,226円 

0.49% 

 

 

 

 

2,513,689円 

決算額の

財源内訳 

国 庫 支 出 金 

県  支  出  金 

地    方    債 

そ    の    他 

一  般  財  源 

 

特定 

財源 

 

 

２

款

 

総

 

務

 

費 

２款 ６項 １目 監査委員費 
 

(監査委員事務局)             

比    較 

決算事項別明細書 
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